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【手続補正書】
【提出日】平成22年10月29日(2010.10.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
ガラクトオリゴ糖（ＧＯＳ）を含む組成物であって、５以上の重合度を有するＧＯＳ種が
、該組成物中に存在する全ＧＯＳ種の合計乾燥重量に対し少なくとも３５重量％の量で存
在する上記組成物。
【請求項２】
β結合ガラクトシル残基を含むＧＯＳ種を含む、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
該組成物中に存在する全ＧＯＳ種が、該組成物の乾燥重量に対し少なくとも５０重量％を
占める、請求項１又は２に記載の組成物。
【請求項４】
該組成物の乾燥重量に対し、少なくとも４０重量％の量で５の重合度を有するＧＯＳを含
む、請求項１～３のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項５】
該組成物の乾燥重量に対し、少なくとも１０重量％の量で６以上の重合度を有するＧＯＳ
を含む、請求項１～４のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項６】
ガラクトオリゴ糖（ＧＯＳ）を含む組成物であって、５以上の重合度を有するＧＯＳ種が
、５未満の重合度を有するＧＯＳ種よりも多く存在する上記組成物。
【請求項７】
該組成物が、単糖及び／又は二糖を本質的に含まない、請求項１～６のいずれか１項に記
載の組成物。
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【請求項８】
該組成物中に存在する全ＧＯＳ種の合計乾燥重量に対し少なくとも１５重量％の、６の重
合度を有するＧＯＳ種を含む、請求項１～７のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項９】
食品グレード非消化性シアル化オリゴ糖（ＳＯＳ）をさらに含む、請求項１～８のいずれ
か１項に記載の組成物。
【請求項１０】
コレラ毒素（Ｃｔｘ）がＧＭ１に結合することを抑制することができるＧＯＳ画分を提供
する方法であって、
－種々の重合度を有するガラクトオリゴ糖（ＧＯＳ）の混合物を用意すること；
－該ＧＯＳ混合物を陽イオン交換樹脂に適用すること；
－水移動相を用いてＧＯＳを溶出すること及び分離した溶出画分を段階的に集めること；
－ＧＭ１に結合するＣｔｘに対する抑制効果について夫々の溶出画分を分析すること；及
び
－ＧＭ１に結合するＣｔｘを抑制することができる１以上の画分を選択すること、
の工程を含む上記方法。
【請求項１１】
種々の重合度を有するＧＯＳの該混合物を用意することが、乳清透過物又はラクトースを
βガラクトシダーゼを用いた酵素的トランスガラクトシデーションに付すこと含む、請求
項１０に記載の方法。
【請求項１２】
種々の重合度を有するＧＯＳの該混合物が、市販のＧＯＳ混合物を含む、請求項１０又は
１１に記載の方法。
【請求項１３】
コレラ毒素ファミリーメンバーの付着及び／若しくは摂取に関連する又は当該付着及び／
若しくは摂取により引き起こされる急性又は慢性疾患の処置又は予防の為の栄養組成物又
は医薬組成物であって、請求項１～９のいずれか１項に記載の組成物を含む前記栄養組成
物又は医薬組成物。
【請求項１４】
コレラ毒素ファミリーメンバーにより引き起こされる急性又は慢性疾患の予防又は処置の
為の、請求項１３に記載の栄養組成物又は医薬組成物。
【請求項１５】
該コレラ毒素ファミリーメンバーが、Ｖ．ｃｈｏｌｅｒａｅコレラ毒素（Ｃｔｘ－Ｂ）又
は腸毒素原性Ｅ．ｃｏｌｉ（ＥＴＥＣ）の熱不安定性エンテロトキシン（ＬＴ－Ｂ）であ
る、請求項１３又は１４に記載の栄養組成物又は医薬組成物。
【請求項１６】
コレラ毒素ファミリーメンバーの摂取に関連する又は当該摂取により引き起こされる急性
又は慢性疾患の処置及び／又は予防を、そのような処置を必要とする非ヒト哺乳類におい
て行う方法であって、請求項１～９のいずれか１項に記載の組成物の治療的に有効な量を
該哺乳類に投与することを含む上記方法。
【請求項１７】
該疾患が、腸毒素原性Ｅ．ｃｏｌｉ（ＥＴＥＣ）により引き起こされるコレラ又は下痢性
疾患である、請求項１６に記載の方法。
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